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くらしの安全安心だより　一般





訪問販売トラブル
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先日、水道局職員をかたる作業服の男性２人組が訪問し、「近くで水道工事をしましたので、濁り水の調査・点検にきました」と言って、強引に家の中に上がり込み、水道管の清掃作業を行おうとした。清掃にかかる代金は１５，０００円だという。本当に、水道管の清掃が必要だろうか？





クーリング・オフ期間の８日間を過ぎていても、業者が虚偽


説明をした場合などは、契約を取り消すことができる場合もあります。


まずは、消費生活相談窓口へ。





� EMBED PBrush  ���








水道局では、お客様からの依頼のない水質検査は行っておりません！


公的機関等の職員と錯覚させるような服装と言葉で、商品の契約が義務であるように言い、契約をさせる商法をかたり商法と言います。








１．知らぬ（怪しい）人は玄関にいれないようにしましょう


２．不明な点があれば、関係機関に連絡し確認しましょう


３．訪問した人に身分証明書、名刺等の提示を求めましょう


４．必要がない時はきっぱりと断りましょう


５．その場ですぐ決めないで、家族や友達に相談しましょう


６．訪問販売の場合は書面を受領した日から８日以内であれば


クーリング・オフ（無条件解約）ができます
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※　消費生活に関するトラブルは佐賀県消費生活センターへ


ＴＥＬ：０９５２-２４-０９９９　（相談専用）　午前９時～午後４時


土・日・祝日も相談できます





だまされないちゃん

















濁り水の調査・点検にきました。
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